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論壇
�

は
じ
め
に

中
小
企
業
に
と
っ
て
、
会
社

を
引
き
継
ぎ
、
事
業
を
継
続
さ

せ
、
安
定
経
営
を
図
る
た
め
に

は
、
自
社
株
式
は
売
却
す
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
財
産
で
あ

る
。
こ
の
「
自
社
株
式
」
の
評

価
額
が
高
い
場
合
、
生
前
に
譲

渡
し
よ
う
と
す
る
と
後
継
者
に

多
額
の
取
得
資
金
が
必
要
と
な

り
、
ま
た
贈
与
す
れ
ば
多
額
の

贈
与
税
が
発
生
す
る
。
こ
の
よ

う
に
、
中
小
企
業
の
多
く
が
自

社
株
式
を
非
上
場
で
容
易
に
換

金
で
き
ず
、
経
営
権
を
維
持
で

き
な
い
と
い
う
問
題
（�）

に
対
応

し
て
、
平
成
２０
年
に
施
行
さ
れ

た
「
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営

の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

律
」
を
受
け
、
平
成
２１
年
度
の

税
制
改
正
に
お
い
て
、「
非
上
場

株
式
等
に
係
る
相
続
税
（
贈
与

税
）
の
納
税
猶
予
の
制
度
」
が

創
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
使
い
勝

手
の
悪
さ
か
ら
平
成
２０
年
の
制

度
適
用
開
始
以
来
、
申
告
件
数

は
４
年
間
で
５
４
９
件
に
留
ま

っ
て
い
る
（�）

。
そ
こ
で
平
成
２５

年
度
税
制
改
正
に
よ
り
こ
の
制

度
を
使
い
や
す
く
す
る
た
め
の

抜
本
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ

た
。
そ
こ
で
今
後
、
利
用
を
検

討
す
る
企
業
が
注
意
す
べ
き
事

業
承
継
税
制
の
留
意
点
に
つ
い

て
検
討
す
る
。

�

現
行
事
業
承
継
税
制
の
概
要
と
問
題
点

１
�
事
業
承
継
税
制
の
概
要

非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続

税
（
贈
与
税
）
の
納
税
猶
予
の

概
要
は
、
円
滑
化
法
に
よ
る
経

済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
る

非
上
場
株
式
の
後
継
者
が
、
先

代
経
営
者
の
相
続
（
贈
与
）
に

伴
っ
て
そ
の
会
社
の
株
式
等
を

取
得
し
た
場
合
は
、
５
年
間
当

該
会
社
を
経
営
す
る
な
ど
の
一

定
の
要
件
を
満
た
し
た
と
き

は
、
そ
の
経
営
承
継
相
続
人
等

が
納
付
す
べ
き
相
続
税
額
（
贈

与
税
額
）
の
う
ち
、
そ
の
発
行

済
議
決
権
株
式
等
の
３
分
の
２

に
達
す
る
ま
で
の
部
分
に
係
る

課
税
価
格
の
８０
％
相
当
額
（
贈

与
税
は
全
額
）
は
、
そ
の
後
継

者
の
死
亡
の
日
ま
で
、
そ
の
納

付
を
猶
予
す
る
（
後
継
者
の
死

亡
等
に
よ
り
猶
予
税
額
を
免
除

す
る
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
（�）

。

２
�
従
来
の
事
業
承
継
税
制
の

問
題
点

従
来
か
ら
問
題
点
と
し
て
指

摘
が
多
か
っ
た
「
雇
用
維
持
要

件
」
と
「
事
前
確
認
制
度
」
を

中
心
に
検
討
す
る
。

�

「
雇
用
維
持
要
件
」

非
上
場
株
式
の
８０
％
相
当
額

の
相
続
税
額
（
贈
与
税
に
つ
い

て
は
全
額
）
が
猶
予
さ
れ
る
の

で
、
非
常
に
メ
リ
ッ
ト
が
大
き

く
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
も
し
要

件
が
満
た
さ
れ
な
く
な
っ
た
場

合
、
猶
予
期
限
が
確
定
し
、
猶

予
さ
れ
て
い
る
相
続
税
（
贈
与

税
）
の
全
部
又
は
一
部
と
利
子

税
を
併
せ
て
納
付
す
る
こ
と
に

な
る
。

非
常
に
注
意
を
要
す
る
の

が
、
雇
用
維
持
要
件
で
あ
る
。

申
告
期
限
か
ら
５
年
以
内
の
い

ず
れ
か
の
日
で
、
相
続
税
（
贈

与
税
）
の
申
告
期
限
の
翌
日
か

ら
１
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日

（
第
１
種

基

準

日
）
に

お

い

て
、
常
時
使
用
従
業
員
の
数

が
、
相
続
開
始
時
（
贈
与
時
）

の
８０
％
を
下
回
っ
た
場
合
、
納

税
猶
予
の
期
限
が
確
定
す
る
こ

と
に
な
る
。

例
え
ば
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
な
ど
の
よ
う
な
外
的
要
因
に

よ
る
経
営
悪
化
に
よ
り
雇
用
８

割
維
持
要
件
を
下
回
っ
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
猶
予
期
限
が
確

定
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ

る
。

�

「
事
前
確
認
制
度
」

納
税
猶
予
制
度
は
、
経
済
産

業
大
臣
の
「
認
定
」
を
受
け
た

中
小
企
業
の
み
を
適
用
対
象
と

し
て
い
る
が
、
こ
の
「
認
定
」

を
受
け
る
為
に
は
、
前
も
っ
て

経
済
産
業
大
臣
の
「
確
認
」
が

必
要
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
確
認
」
と
は
、
中
小

企
業
者
の
株
式
等
に
つ
い
て
特

定
の
後
継
者
が
取
得
す
る
具
体

的
な
計
画
を
有
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
経
済
産
業
大
臣
が
前
も

っ
て
「
確
認
」
し
、
具
体
的
な

計
画
を
有
す
る
中
小
企
業
者
の

み
納
税
猶
予
の
対
象
と
す
る
、

い
わ
ば
事
前
審
査
の
よ
う
な
役

割
を
有
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
経
済
産
業
大

臣
の
「
確
認
」
を
受
け
ず
し

て
、
先
代
経
営
者
が
亡
く
な
っ

た
場
合
に
は
、
後
継
者
（
相
続

人
）
が
相
続
税
の
申
告
に
当
た

り
、
納
税
猶
予
の
適
用
を
受
け

た
い
と
考
え
て
も
適
用
で
き
な

か
っ
た
。

�

事
業
承
継
税
制
の
改
正
点

前
述
し
た
問
題
点
を
受
け

て
、
大
幅
な
見
直
し
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
で
は

今
回
改
正
と
な
っ
た
主
要
な
項

目
を
整
理
す
る
。

�

雇
用
維
持
要
件
の
緩
和

改
正
前
は
雇
用
の
８
割
以
上

を
「
５
年
間
毎
年
」
維
持
す
る

必
要
が
あ
っ
た
が
、
改
正
後
は

雇
用
の
８
割
以
上
を
「
５
年
間

平
均
」
で
評
価
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
景
気
悪
化

等
の
外
的
要
因
に
よ
り
８
割
を

下
回
っ
て
も
企
業
努
力
に
よ
り

改
善
が
可
能
と
な
る
。（
相
・

贈
）

�

事
前
確
認
の
廃
止

今
回
の
改
正
に
よ
り
事
前
確

認
を
受
け
て
い
な
く
て
も
制
度

利
用
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の

結
果
、
手
続
の
負
担
が
軽
減
さ

れ
た
。（
平
成
２５
年
４
月
１
日
か

ら
事
前
確
認
廃
止
）（
相
・
贈
）

�

先
代
経
営
者
の
役
員
退
任

要
件
の
緩
和

現
行
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予

に
お
け
る
贈
与
者
（
代
表
経
営

者
）
の
要
件
の
う
ち
、「
贈
与
時

に
お
い
て
認
定
会
社
の
役
員
で

な
い
こ
と
・
無
給
」
の
要
件
に

つ
い
て
、
改
正
後
は
、「
贈
与
時

に
お
い
て
認
定
会
社
の
代
表
権

を
有
し
て
い
な
い
こ
と
」
と
さ

れ
、
代
表
者
を
退
任
す
れ
ば
、

引
き
続
き
有
給
役
員
と
し
て
残

留
し
先
代
経
営
者
の
信
用
力
を

活
用
出
来
る
こ
と
と
な
る
。

（
贈
）

�

親
族
外
承
継
の
対
象
化

改
正
前
は
後
継
者
は
現
経
営

者
の
親
族
に
限
定
さ
れ
て
い
た

が
、
改
正
後
は
親
族
に
限
ら

ず
、
適
任
者
を
後
継
者
に
す
る

こ
と
に
よ
り
後
継
者
の
引
受
先

が
拡
大
さ
れ
る
。（
相
・
贈
）

�

利
子
税
の
負
担
軽
減

要
件
を
満
た
せ
ず
納
税
猶
予

打
ち
切
り
の
際
の
利
子
税
率
が

引

下

げ
（
２
・
１
％
↓
０
・

９
％
）
、
ま
た
承
継
５
年
超
で
５

年
間
の
利
子
税
を
免
除
す
る
こ

と
に
よ
り
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
。（
相
・
贈
）

	

株
券
不
発
行
会
社
も
事
業

承
継
税
制
の
適
用
可
能

改
正
前
は
現
物
の
株
式
が
必

要
と
な
り
、
コ
ス
ト
が
か
か
る

と
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

が
、
改
正
後
は
会
社
法
に
合
わ

せ
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場

合
、
株
券
を
発
行
し
な
く
て
も

納
税
猶
予
を
認
め
る
こ
と
と
す

る
。（
相
・
贈
）




債
務
控
除
方
式
の
変
更

現
行
は
個
人
債
務
や
葬
式
費

用
を
株
式
の
評
価
額
か
ら
控
除

す
る
為
、
猶
予
税
額
が
少
な
く

算
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
改
正
後
は
株
式
以
外

の
相
続
財
産
か
ら
控
除
す
る
こ

と
に
見
直
さ
れ
、
株
式
の
納
税

猶
予
を
フ
ル
活
用
で
き
る
よ
う

に
な
る
。（
相
）

�

納
税
猶
予
税
額
の
再
計
算

の
特
例
の
創
設

民
事
再
生
計
画
の
認
可
決
定

等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

時
点
に
お
け
る
株
式
等
の
価
額

に
基
づ
き
再
計
算
し
、
そ
の
再

計
算
後
の
納
税
猶
予
税
額
に
つ

い
て
、
納
税
猶
予
を
継
続
す
る

特
例
が
創
設
さ
れ
た
（
当
初
の

納
税
猶
予
税
額
と
の
差
額
は
免

除
）
。（
相
・
贈
）

�

猶
予
税
額
に
対
す
る
延
納

・
物
納
の
適
用

雇
用
確
保
要
件
が
満
た
さ
れ

な
い
た
め
に
経
済
産
業
大
臣
の

認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に

お
け
る
納
税
す
べ
き
猶
予
税
額

に
つ
い
て
は
延
納
又
は
物
納
の

適
用
が
可
能
と
な
る
。（
相
）

今
回
の
事
業
承
継
税
制
の
見

直
し
に
つ
い
て
は
、
平
成
２７
年

１
月
１
日
以
後
に
相
続
ま
た
は

遺
贈
も
し
く
は
贈
与
に
よ
り
取

得
す
る
非
上
場
株
式
等
に
係
る

相
続
税
ま
た
は
贈
与
税
に
つ
い

て
適
用
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
平
成
２６
年
１２

月
３１
日
ま
で
に
非
上
場
株
式
等

を
取
得
し
た
者
に
つ
い
て
は
旧

規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
た
だ
し
、
す
で
に
事
業
承

継
税
制
を
適
用
し
て
い
る
者
も

含
め
て
、
選
択
に
よ
り
、
改
正

後
の
新
し
い
事
業
承
継
税
制
の

適
用
を
受
け
る
事
も
可
能
と
な

っ
て
い
る
（
改
正
措
法
附
則
８６

④
、
⑧
、
⑫
）
。
こ
の
場
合
、
経

営
承
継
受
贈
者
等
が
所
定
の
届

出
書
を
所
轄
税
務
署
長
に
提
出

（
改
正
措
法
附
則
８６
⑭
）
す
る

と
と
も
に
、
経
済
産
業
大
臣
へ

の
届
出
手
続
き
を
行
う
必
要
が

あ
る
（�）

。



実
務
に
お
け
る
留
意
点
と
ま
と
め

今
回
は
「
要
件
の
緩
和
」「
負

担
の
軽
減
」「
手
続
き
の
簡
素

化
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
大
幅

な
改
正
が
行
わ
れ
、
従
来
に
比

べ
る
と
非
常
に
使
い
や
す
い
制

度
と
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
リ
ス
ク
が
全
く
無
く

な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
本
制
度

は
納
税
猶
予
の
適
用
を
受
け
た

後
、
納
税
猶
予
税
額
の
免
除
が

さ
れ
て
完
結
す
る
も
の
で
あ

り
、
申
告
書
を
提
出
し
た
か
ら

と
い
っ
て
終
わ
る
も
の
で
は
な

く
、
打
ち
切
り
リ
ス
ク
が
ゼ
ロ

で
な
い
以
上
、
継
続
的
な
リ
ス

ク
管
理
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

事
前
確
認
が
廃
止
さ
れ
る
こ

と
で
、
今
後
は
最
初
の
段
階
と

な
る
相
続
開
始
後
の
経
済
産
業

大
臣
の
認
定
申
請
の
際
に
認
定

要
件
を
満
た
さ
な
く
な
る
懸
念

も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
事
前
の

綿
密
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

要
求
さ
れ
る
。

中
小
企
業
庁
に
よ
る
と
、
経

済
産
業
大
臣
の
認
定
の
書
面
審

査
に
は
通
常
２
ヶ
月
前
後
を
要

す
る
と
い
い
、
特
に
相
続
税
の

納
税
猶
予
の
場
合
に
は
、
先
代

経
営
者
の
相
続
開
始
後
８
ヶ
月

以
内
に
認
定
申
請
を
行
う
必
要

が
あ
る
（�）

。
本
制
度
の
趣
旨
が

計
画
的
な
事
業
承
継
を
行
う
こ

と
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

相
続
前
か
ら
充
分
な
時
間
の
余

裕
を
持
っ
て
出
来
る
だ
け
早
い

時
期
に
後
継
者
を
決
め
て
、
制

度
適
用
可
能
か
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
実
施
し
、「
贈
与
税
の
納

税
猶
予
」
の
適
用
を
含
め
て
検

討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ

う
。
中
小
企
業
オ
ー
ナ
ー
の
相

続
対
策
を
考
え
る
場
合
、
今
後

は
利
用
し
や
す
く
な
っ
た
「
事

業
承
継
税
制
」
の
適
用
が
可
能

か
ど
う
か
を
必
ず
検
討
す
る
こ

と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

中
小
企
業
の
内
情
を
一
番
理
解

し
て
い
る
税
理
士
が
積
極
的
に

本
制
度
に
関
わ
る
こ
と
に
よ

り
、
利
用
件
数
が
増
加
す
る
こ

と
を
期
待
し
た
い
。
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